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週休２日交替制モデル工事の試行について 
 
 
建設業の働き方改革を推進する観点から、「工事における週休２日の取得に要する

費用の計上について（試行）」（平成 30 年３月 20 日付け国地契第 69 号、国官技第 301
号）により、現場閉所の状況に応じて週休２日の確保に当たって必要となる費用の計

上を行っているところであるが、技術者及び技能労働者が交替しながら休日確保に取

り組む「週休２日交替制モデル工事」を下記のとおり、行うこととしたので通知する。 
 
 

記 
 
 
 
１．用語の定義 
（１）週休２日 

対象期間において、4 週 8 休以上の休日確保を行ったと認められる状態をい

う。 
 
（２）対象期間 

工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始６日間、夏季

休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している

期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注

者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。 
 



 
 
（３）4 週 8 休以上 

対象期間内に現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休日数の割合（以

下、「休日率」という。）が、28.5%（8 日/28 日）以上の水準に達する状態をい

う。 
 
２．発注方式 

次の方式を基本とする。 
受注者希望方式 

受注者が、工事着手前に、発注者に対して週休２日に取り組む旨を協議した

うえで取り組む方式 
 
３．積算方法等 
（１）補正係数 

週休２日の確保に取り組む工事において、対象期間内に現場に従事した技術

者及び技能労働者の平均休日数の割合に応じて、以下のとおり、労務費に補正

係数を乗じるものとする。 
 

①４週８休以上       ：１．０５ 
②４週７休以上、４週８休未満：１．０３ 
③４週６休以上、４週７休未満：１．０１ 

 
（２）補正方法 

休日率の達成状況を確認後、労務費を補正し、適切に請負代金額を変更する

ものとする。 
 
４．適用 

本通達は、2019（平成 31）年４月１日以降に入札手続を開始する「週休２日交

替制モデル工事」の試行から適用する。 
 


